
●
文
教
厚
生
常
任
委
員
会

　

10
月
28
～
30
日
の
日
程
で
４
自
治
体

の
先
進
事
例
に
つ
い
て
視
察
研
修
を
行

い
ま
し
た
。
視
察
の
内
容
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
で
す
。

埼
玉
県　
入
間
市

・�

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
係
る
具
体

的
取
組
事
例
に
つ
い
て

　

全
国
初
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条

例
制
定
を
基
盤
に
、
実
態
調
査
、
個
別

面
談
、
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
な
ど
多
層
的
支

援
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

東
京
都　
板
橋
区

・�

フ
ー
ド
ロ
ス
削
減
と
困
窮
者
支
援
に

係
る
街
か
ど
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
に

つ
い
て

　

東
京
23
区
で
初
め
て
の
常
設
型
パ
ン

ト
リ
ー
で
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
機

関
と
社
会
福
祉
協
議
会
が
連
携
し
、
利

用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
配
慮
し
た

運
営
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

神
奈
川
県　
横
須
賀
市

・�

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た

健
康
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

㈱
Ｊ
Ｍ
Ｄ
Ｃ
と
連
携
し
、
Ａ
Ｉ
と
ビ

ッ
グ
デ
ー
タ
で
健
康
リ
ス
ク
を
予
測
し
、

高
リ
ス
ク
市
民
を
抽
出
し
て
保
健
師
が

山
下
先
生
の
講
義
内
容
か
ら

・�

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
で
太
陽
光
発

電
の
持
つ
可
能
性
は
大
き
い

・�

環
境
や
地
域
と
調
和
し
た
事
業
推
進

は
必
要
不
可
欠

・�

規
制
の
強
弱
は
あ
る
が
、
調
和
条
例

と
規
制
条
例
は
同
じ
も
の
と
考
え
て

も
よ
い

な
ど
、
参
考
と
な
る
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

請
願
の
取
り
扱
い
の
判
断

　

こ
の
間
、
国
の
政
治
的
動
向
の
変
化

や
市
の
条
例
制
定
の
動
き
な
ど
、
周
辺

状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、

紹
介
議
員
を
通
じ
て
請
願
者
か
ら
請
願

文
の
修
正
申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

請
願
者
か
ら
修
正
を
申
し
入
れ

�

請
願
は
再
度
継
続
審
査
に

　

こ
れ
に
よ
り
、
委
員
会
で
継
続
審
査

の
動
議
が
提
出
さ
れ
、
再
度
継
続
審
査

と
す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

要
望
書
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

提
出
さ
れ
た
６
件
の
陳
情
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
「
調
査
に
と
ど
め
る
」

と
し
ま
し
た
。

・�

地
域
住
民
の
医
療
を
受
け
る
権
利
を

保
障
す
る
た
め
に
医
療
機
関
の
維
持

存
続
へ
の
支
援
を
求
め
る
陳
情
書

・�

介
護
保
険
制
度
の
抜
本
改
善
、
大
幅

個
別
支
援
す
る
全
国
初
の
健
康
支
援
事

業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

大
阪
府　
河
内
長
野
市

・�

文
化
財
保
存
活
用
計
画
の
取
組
事
例

や
市
民
が
取
り
組
め
る
保
存
活
用
方

法
の
周
知
方
法
等
に
つ
い
て

　

文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
を
策
定

し
、
調
査
・
保
存
・
活
用
を
体
系
的
に

推
進
し
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
広
報
で

市
民
参
加
と
周
知
を
進
め
、
地
域
の
歴

史
文
化
継
承
を
図
っ
て
い
ま
す
。

請
願
「
廿
日
市
市
に
メ
ガ
ソ
ー

ラ
ー
規
制
条
例
の
制
定
を
求
め

る
件
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

９
月
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
本
請
願

に
つ
い
て
は
、
調
査
研
究
を
進
め
て
判

断
す
べ
き
と
の
理
由
か
ら
継
続
審
査
と

し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
10
月
17
日
に
、
県
内
初

の
「
太
陽
光
発
電
設
備
の
適
正
な
設
置

等
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
た
東
広

島
市
を
訪
問
し
、
条
例
制
定
の
背
景
や

条
文
な
ど
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
11
月
４
日
に
は
、
専
門
的
知

見
を
活
用
す
る
た
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
環
境
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
研
究
所
の
山
下
紀
明
氏

を
招
き
、
日
本
や
世
界
に
お
け
る
大
規

模
太
陽
光
発
電
の
状
況
に
つ
い
て
研
修

を
し
ま
し
た
。

委
員
会
活
動
レ
ポ
ー
ト

板橋区

横須賀市
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な
処
遇
改
善
を
求
め
る
陳
情
書

・�
学
校
給
食
費
の
無
償
化
と
給
食
に
安

心
・
安
全
な
食
材
の
使
用
を
求
め
る

陳
情
書

・�

高
齢
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入
助
成
へ

の
公
的
な
補
助
制
度
を
求
め
る
陳
情

書
・�

生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
違
憲
訴

訟
の
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
、
速
や

か
な
対
応
を
求
め
る
陳
情
書

・�

物
価
上
昇
に
見
合
う
年
金
引
き
上
げ

を
求
め
る
要
請

●
総
務
常
任
委
員
会

要
望
書
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

提
出
さ
れ
た
２
件
の
陳
情
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
「
調
査
に
と
ど
め
る
」

と
し
ま
し
た
。

・�

完
全
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
の
実

現
を
目
指
し
女
性
活
躍
応
援
基
金

（
仮
称
）
創
設
を
求
め
る
陳
情
書

・�

消
費
税
率
５
％
以
下
へ
の
引
き
下
げ

と
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方

式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
の
廃
止
等

を
求
め
る
陳
情
書

●
産
業
建
設
常
任
委
員
会

要
望
書
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

・�

市
道
佐
方
本
線
の
安
全
確
保
に
関
す

る
市
へ
の
地
元
住
民
要
望
→
調
査
に

と
ど
め
る

・�

廿
日
市
市
の
農
業
・
農
村
施
策
に
対

す
る
意
見
書
→
１
月
30
日
に
所
管
事

務
調
査
を
行
う

●
議
会
運
営
委
員
会

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

�

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定

　

議
員
は
、
何
人
に
対
し
て
も
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
令
和

５
年
３
月
に
「
廿
日
市
市
議
会
議
員
政

治
倫
理
条
例
」
を
改
正
し
、
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
行
為
を
禁
止
す
る
規
定
を
追
加
し

ま
し
た
が
、
更
な
る
防
止
対
策
の
取
り

組
み
が
必
要
と
判
断
し
ま
し
た
。

　

今
回
策
定
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則

り
、
議
会
全
体
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
検
討
小
委
員
会

・�

８
月
22
日
～
11
月
25
日
ま
で
全
６
回

開
催

議
会
運
営
委
員
会

・
12
月
８
日
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
承
認

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
内
容

・
申
し
合
わ
せ
事
項

　

�　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
対
策
、
事

案
へ
の
対
応
お
よ
び
解
決
な
ど
議
員

や
議
会
が
留
意
す
べ
き
こ
と
を
規
定
。

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
種
類

　

�　

法
定
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
パ
ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
及
び
妊
娠
、
出
産
、
育
児
、

又
は
介
護
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
）
及
び
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
。

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
主
体

　

�　

議
員
が
行
為
者
（
加
害
者
）
と
な

る
議
員
間
、
議
員
対
職
員
、
議
員
対

市
民
の
全
て
を
対
象
と
す
る
。

・
相
談
窓
口

　

�　

基
本
は
、
議
会
内
部
で
相
談
、
対

応
、
調
査
を
行
う
。
弁
護
士
等
の
専

門
家
は
、
相
談
窓
口
内
部
に
は
加
え

な
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
第
三
者
と

し
て
の
助
言
を
求
め
る
な
ど
、
相
談

で
き
る
体
制
と
す
る
。

・
相
談
員

　

�　

副
議
長
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員

長
、議
長
が
指
名
す
る
議
員
２
名
、及

び
議
会
事
務
局
長
の
５
名
で
構
成
す

る
。
そ
の
う
ち
、
４
名
の
議
員
相
談

員
は
男
女
同
数
と
し
、
男
女
の
議
員

数
が
均
等
に
な
る
よ
う
に
調
整
す
る
。

・
議
員
の
留
意
す
べ
き
事
項

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
時
の
対
応

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
案
へ
の
対
応

運
用
開
始

・
令
和
８
年
１
月
１
日
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